
収 支 状 況

繰越金の推移

＜ 役 員 体 制 ＞

青山学院大学古美術研究会ＯＢ会

甃 会 会 則

＜ 活 動 方 針 ＞
１．会員相互の親睦活動

２．青学古美研との交流と支援活動

３．古美術研究の啓発活動

＜甃会の歩み＞
１９６５年４月 古美術研究会(古美研)設立

１９６８年４月 ＯＢ会組織として古美研ＯＢ会設立

１９７５年１０月 古美研１０周年を機に、古美研ＯＢ会を

「甃会」と命名

同 古美研１０周年記念パーティー開催

(品川：高輪プリンスホテル)

同 機関誌“甃”１０周年特別記念号発刊

1980年１１月 古美研１５周年記念パーティー開催

（渋谷：クリエイト）

１９８６年３月 古美研20周年記念パーティー開催

（日比谷：松本楼）

〔この間、各世代で懇親会を適宜開催〕

２０１２年２月 「古美研ＯＢサロン」発足

(日比谷：むつ新)

２０１２年９月 甃会ホームページ開設

２０１５年１０月 古美研創立50周年記念総会・懇親会

開催、会則の制定 (渋谷：ＣＡＹ)

同 機関誌“甃”50周年特別記念号発刊

２０１６年３月 青山学院校友会アイビーグループ加盟

２０１６年９月 大学同窓祭初参加(以後毎年参加)

２０１７年６月 校友会ホームページアワード新人賞受賞

写真：〔右上〕１９６５年“甃”創刊号、〔右下〕１９７５年１０周年記念パーティー
写真：〔左〕２０１５年５０周年記念パーティー※ このリーフレットは２０２０年８月に作成しました。（甃会事務局）



第１条（名称）

本会の名称を「甃会」と称する。

第２条（事務所）

本会の事務所は、会長宅に置く。

第３条（会員）

本会の会員は、青山学院大学古美術研究会に在籍したことが

ある者で本会の目的に賛同した者とする。

第４条（目的及び事業）

本会は、会員相互の親睦を深め、青山学院大学古美術研究会

との交流を図り、古美術研究の啓発発展に寄与することを目的

とし、その目的を達成するための必要な事業を行う。

第５条（役員及び準役員）

１．本会運営のために、次の役員を置く。役員の総数は10名

以内とする。

会 長 1名

副 会 長（総務担当） 1名

同 （広報担当） 1名

会 計 １名

運営役員 若干名

監 査 役 1名

２．役員は総会で選任する。任期は2年とし再任を妨げない。

ただし、75歳到達をもって退任とする。

３．本会には、名誉会長、顧問及び相談役等準役員を若干名

おくことができる。

(1)準役員は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。

(2)準役員は本会の運営につき役員会及び会長に助言する

ことができる。

第６条（役員会）

１．役員会は、会長が必要と認めた時及び過半数の役員の

同意がある場合に開催する。

２．役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及び

その他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。

第７条（総会）

１．本会は、会員による総会を原則として1年に1回開催する。

２．会長は必要と認めた時、臨時総会を開催することができる。

３．総会議長は会長が務め、次に定める事項の議決を行った

のち懇親会を開催する。

４．総会の議決事項は、以下のとおりとする。

(1)会則、事業方針等の決定及び変更

(2)事業報告及び収支決算報告

(3)役員の選任又は解任

(4)その他本会の運営に関する重要事項

５．総会の議決は出席した会員の過半数をもって決し、賛否

同数の場合は議長の決するところとする。

６．会長は、総会での決議事項を速やかに甃会ホームページ等

にて周知する。

（甃会ホームページＵＲＬ https://ishidatamikai.jimdo.com/）

第８条（運営）

本会の運営は、会員から徴収する会費及び寄付金で行う。

第９条（会費及び寄付金）

会費及び寄付金ならびに振込先は以下のとおりとする。

(1)会 費： 総会時等必要に応じてその都度会員から

１,０００円程度徴収する。

主に、会の通信・運営費に充てる。

(2)寄 付 金：一口１,０００円以上とし、随時受け付ける。

主に、会の特別事業費に充てる。ただし、本会の

運営に支障をきたす恐れがある場合に限り、

一部を運営費に充当できる。

個々の特別事業はその都度役員会で議決のうえ

実施する。

(3)振 込 先：ゆうちょ銀行（口座記号番号）

００１００－７－６３４１４９

（口座名義）「甃会」（イシダタミカイ）

ゆうちょ銀行以外から振込む場合は次のとおり

に読み替える。

（銀行名）ゆうちょ銀行

（店名）（ゼロイチキュウ）（０１９）店

（預金種目）当座

（口座番号）０６３４１４９

（口座名義）「甃会」（イシダタミカイ）

第１０条（会計及び監査）

１．本会の会計年度は、毎年９月１日から翌年８月３１日までと

する。

２．会長は、１年間の事業報告書、収支計算書を作成し、監査

役の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第１１条（個人情報の取り扱い）

１．本会が知り得た会員個人に関する情報については、甃会

及び古美術研究会の活動に係わる事項にのみ利用し、それ

以外には利用しない。

２．個人情報の取得、管理、利用は本会事務局で行い、管理

責任者は会長とし管理者は副会長（総務担当）とする。

３．その他、個人情報の管理運営については、個人情報保護法

に準拠し適正に対処するものとする。

第１２条（細則）

この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な

細則は、役員会が定める。

第１３条（附則）

１．この会則は2015年10月31日に制定、2017年9月23日

に改定・施行する。

２．第10条第1項の規定にかかわらず、2018年の会計年度

は、2017年10月1日から2018年8月31日までの11カ

月間とする。

３．この会則は2019年9月23日に改定・施行する。

会 則 ※2015年開催の「古美研創立50周年記念総会」にて制定。
2017年、2019年に一部改定。

活 動 状 況

会則第4条に基づき会員相互の親睦、 青学古美
研との交流と支援、古美術研究の啓発を3本柱と
して次のような活動を展開しています。
なお、2020年度の活動報告(事業報告）は、同封

の総会資料をご覧ください。

古美術研究の啓発活動

青学古美研との交流と支援活動

会員相互の親睦活動

● “古美術を語ろう会”の開催
毎回テーマを決めて古美術鑑賞会や史跡散策会など
を年2～3回程度開催しています。

〔これまでの実施イベント〕
浮世絵鑑賞会、鎌倉散策会、ジョサイア・コンドル
の建造物見学会など、2016以降9回実施

● 同窓祭でのイベント開催
毎年秋分の日に開催される母校同窓祭に甃会として
参加し、「OB・OGによる文化祭」や「現役時代の活動
資料展示会」などを開催しています。

● ホームページでの情報提供
会員の近況、親睦イベントの告知や実施報告などを
タイムリーに掲載しています。（ヤフーやグーグルなど
で「青学 いしだたみかい」で検索してください。）

● “甃会からのお知らせ”の発行
毎年１回、会報誌として“甃会からのお知らせ”を発行
し、ホームページでの情報を整理して会員全員にお知
らせしています。

● 古美研役員と甃会役員との意見交換
毎年１回、古美研役員と甃会役員による意見交換会を
行い、甃会活動を紹介するとともに、現役活動の状況
や課題などの意見交換を行っています。

● 青山祭等古美研活動への甃会役員の参加
青山祭打上げコンパや卒業生追出しコンパなどに
役員数名が参加し、現役生と交流をはかっています。

● 活動支援金の贈呈
毎年青山祭打上げコンパの席上で、活動支援金を
贈呈しています。

● 講演会、展示会の開催
母校同窓祭において、古美術や歴史等に関するテーマ
により、一般の方々も参加可能な講演会や展示会を
開催しています。

〔これまでの実施イベント〕
講演会(講師)：柏田道夫氏、河合敦氏、山下克明氏
展示会：伊藤若冲「菜蟲譜」、入江泰吉写真展など


